
 

 

川崎市マンション 管理計画認定制度 事務取扱要綱  

 

（目的）  

第１条  この要綱 は、マンションの 管理の適正化の推 進に関する法律（ 平

成１ ２年 法 律第 １ ４９ 号。 以 下「 法 」と いう 。） に基 づく 管理 計 画の 認

定等の事務にかか る必要な事項を定 めることを目的と する。  

 

 （用語の定義）  

第２条  この要綱 において、次の各 号に掲げる用語の 意義は、それぞれ 当

該各号に定めると ころによる。  

(1) 管理者等  法 第２条第４号に規 定する者をいう。  

(2) 川 崎 市 マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化 指 針  法 第 ３ 条 の ２ 第 ２ 項 第 ４ 号 に

規定する指針をい う。  

(3) 管 理 計 画  法 第 ５ 条 の １ ３ に 規 定 す る マ ン シ ョ ン の 管 理 に 関 す る

計画をいう。  

(4) 認定管理者等  法第５条の１５ に規定する者をい う。  

(5) 認定管理計画  法第５条の１８ に規定する管理計 画をいう。  

(6) 管 理 計 画 認 定 マ ン シ ョ ン  法 第 ５ 条 の １ ８ に 規 定 す る マ ン シ ョ ン

をいう。  

(7) 長 期 修 繕 計 画  マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 施

行規則（平成１３年国土交通省令第 １１０号。以下「規則」という。）

第１条の８第１項 第２号に規定する 計画をいう。  

(8) 大規模修繕  規則第１条の１０ 第２号に規定する 工事をいう。  

(9) 管 理 計 画 認 定 手 続 き 支 援 サ ー ビ ス  公 益 財 団 法 人 マ ン シ ョ ン 管 理



セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。） が 提 供 す る 、 管 理 計 画 認 定 制

度 に お け る 申 請 手 続 き を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 行 え る 電 子 シ ス テ ム 及

び認定基準への適 合性について、当 該電子システムに より事前に確認

を行うサービスを いう。  

(10) 事 前 確認 適 合 証  前 号 のサ ー ビ スに お い て、 法 第 ５条 の １ ４の 各

号に掲げる基準（ 第４号にあっては 、川崎市マンショ ン管理適正化指

針 に 掲 げ る 範 囲 を 除 く 。） に 適 合 す る こ と に つ い て 、 セ ン タ ー が 確 認

し発行する書面を いう。  

(11) 川 崎 市マ ン シ ョン 管 理 組合 登 録 ・支 援 制 度  登 録 した 管 理 組合 に

対し、マンション 管理に関する必要 な情報等を提供す るなどにより適

正管理を図ること を目的に、市内に 所在するマンショ ンであれば条件

なく無料で登録で きる制度。  

 

（管理計画の認定 の申請）  

第３条  法第５条 の１３第１項の規 定による認定の申 請は、管理計画認 定

手続き支援サービ スにおいて、規則別記様式第１号の 記載事項を記録し 、

及 び 規 則 第 １ 条 の ８ 第 １ 項 各 号 の 書 類 の 電 磁 的 記 録 を ア ッ プ ロ ー ド す

ることにより行う ものとする。  

２  規則第１条の ８第１項に規定す る市長が必要と認 める書類は、事前 確

認適合証とする。  

３  前２項の規定 は、法第５条の１ ６第１項の認定の 更新について準用 す

る。 この 場 合に お いて 、第 １ 項中 「 規則 別記 様 式第 １ 号」 とあ る のは 、

「規則別記様式第 １号の３」と読み 替えるものとする 。  

 

 （認定の通知）  



第４条  市長は、前条の申請があっ た場合において、当該申請に係る管 理

計画が法第５条の １４に規定する認 定基準（具体的な基準を別紙１に示

す。以下同じ。）に 適合すると認める ときは、その認定 をするものとし、

規則別記様式第１ 号の２により、認 定管 理 者 等 へ 通 知 す る も の と す る 。 

２  別紙１（５）③の「川崎市マンション管理組合登 録・支援制度に登 録

されている」とは、最新（管理計画の認定申請時点）の情報が本市に登

録されている場合 とする。  

３  前２項の規定 は、法第５条の１ ６第１項の認定の 更新について準用 す

る。この場合において、第１項中「規則別記様式第１ 号の２」とあるの

は、「規則別記様 式第１号の４」と 読み替えるものと する。  

 

 （管理計画の変 更の認定の申請）  

第５条  認定管理 者等は、法第５条 の１７第１項の認 定を受けた管理計 画

の変 更（ 規 則第 １ 条の １５ で 定め る 軽微 な変 更 を除 く 。）を しよ う と す

るときは、規則別 記様式第１号の５ による申請書の正 本及び副本に、そ

れ ぞ れ 規 則 第 １ 条 の ８ 第 １ 項 に 規 定 す る 書 類 の う ち 変 更 に 係 る も の を

添えて、市長に提 出するものとする 。  

２  前項の規定に かかわらず、変更 の認定の申請を川 崎市が提供する電 子

申請フォームによ り行うときは、規則別記様式第１号 の５による申請書

に、それぞれ規則第１条の８第１項 に規定する書類の うち変更に係るも

のの電磁的記録を 添えて、アップロードすることによ り行うことができ

る。  

 

 （変更の認定の 通知）  

第６条  市長は、前条の変更の認定 の申請があった場 合において、当該 申



請 に 係 る 管 理 計 画 が 法 第 ５ 条 の １ ４ に 規 定 す る 認 定 基 準 に 適 合 す る と

認めるときは、そ の認定をするもの とし、規則別記様 式第１号の６によ

る通知書に前条の 申請書の副本及び その添付書類を添 えて、認定管理者

等へ通知するもの とする。  

 

 （認定しない旨 の通知）  

第７条  市長は、第３条第１項の認 定（第３条第３項 で準用する認定の 更

新及 び第 ５ 条の 変 更の 認定 を 含む 。 以下 同じ 。） の申 請が あっ た 場合 に

おいて、当該申請に係る管理計画が 法第５条の１４に 規定する認定基準

に適合しないと認 めるときは、その 認定をしないもの とし、第１号様式

により、申請者へ 通知するものとす る。  

 

 （申請の取下げ ）  

第８条  第３条第 １項の認定の申請 をしたものは、当 該認定又は認定し な

い旨の通知を受け る前にその申請を 取り下げようとす るときは、第２号

様式による取下げ 届を市長に提出す るものとする。  

２  前項の規定に かかわらず、申請 の取下げを川崎市 が提供する電子申 請

フォームにより行 うときは、第２号 様式による取下げ 届の電磁的記録を ア

ップロードするこ とにより行うこと ができる。  

 

 （報告の徴収）  

第９条  市長は、法第５条の１８の 規定により認定管 理者等に対し、管 理

計画認定マンショ ンの管理の状況に ついて報告を求め るときは、第３号

様式により行うも のとする。  

２  認定管理者等 は、前項の報告を するときは、第４ 号様式により行う も



のとする。  

 

 （改善命令）  

第１０条  市長は 、法第５条の１９ の規定により認定 管理者等に対し、改

善に必要な措置を 命じるときは、第 ５号様式により行 うものとする。  

 

 （管理の取りや め）  

第１１条  認定管 理者等は、認定管 理計画に基づく管 理計画認定マンシ ョ

ンの管理を取りや めようとするとき は、第６号様式による申出書に当該

管理の取りやめを 決議した集会の議 事録の写し及び認 定通知書（第４条

第 １ 項 で 規 定 す る 認 定 の 通 知 又 は 第 ４ 条 第 ３ 項 で 準 用 す る 認 定 の 更 新

の通 知を い う 。） を添 えて 、 市長 に 提出 する も のと す る。 ただ し 、第 ６

条に規定する変更 の認定の通知を受 けている場合は、その通知書も併せ

て提出するものと する。  

２  前項の規定に かかわらず、管理 の取りやめを川崎 市が提供する電子 申

請フォームにより 行うときは、第６号様式による申出 書に当該管理の取

りや めを 決 議し た 集会 の議 事 録の 写 し及 び認 定 通知 書 、（第 ４条 第 １ 項

で 規 定 す る 認 定 の 通 知 又 は 第 ４ 条 第 ３ 項 で 準 用 す る 認 定 の 更 新 の 通 知

をい う 。） の 電磁 的記 録を 添 えて 、 アッ プロ ー ドす る こと によ り 行う こ

とができる。ただ し、第６条に規定 する変更の認定の 通知を受けている

場合は、その通知書の電磁的記録も 併せてアップロー ドするものとする 。 

 

 （管理計画の認 定の取消し）  

第１２条  市長は 、法第５条の２０ 第１項の規定によ り第３条第１項の 認

定を取り消すとき は、法第５条の２０第２項の規定に よる通知を第７号



様式により行うも のとする。  

 

 （その他）  

第１３条  この要 綱に定めるものの ほか、必要な事項 は、まちづくり局 長

が定めるものとす る。  

 

   附  則  

  この要綱は、 令和５年４月１日 から施行する。  

 

   附  則  

  この要綱は、 令和７年４月１日 から施行する。  

 

   附  則  

  この要綱は、 令和７年１１月２ ８日から施行する 。  



別紙１  

管理計画認定の基準 

（１）管理組合の 運営  

①  管 理者 等 が 定め られ て い るこ と  
②  監 事が 選 任 され てい る こ と  
③  集 会（ 総 会 ）が 年１ 回 以 上開 催 さ れて い る こと  

（２）管理規約  

①  管 理規 約 が 作成 され て い るこ と  
②  マ ンシ ョ ン の適 切な 管 理 のた め 、管 理規 約 に おい て 災 害等 の 緊 急時 や 管 理

上必 要 な とき の 専 有部 の 立 ち入 り 、修 繕等 の 履 歴情 報 の 管理 等 に つい て 定

めら れ て いる こ と  
③  マ ン シ ョ ン の 管 理 状 況 に 係 る 情 報 取 得 の 円 滑 化 の た め 、 管 理 規 約 に お い

て、管 理 組合 の 財 務・管 理 に 関す る 情 報 の書 面 の 交付（ ま た は電 磁 的 方法

によ る 提 供） に つ いて 定 め られ て い るこ と  
（３）管理組合の 経理  

①  管 理 費 及 び 修 繕 積 立 金 等 に つ い て 明 確 に 区 分 し て 経 理 が 行 わ れ て い る こ

と  
②  修 繕積 立 金 会計 から 他 の 会計 へ の 充当 が さ れて い な いこ と  
③  直 前 の 事 業 年 度 の 終 了 の 日 時 点 に お け る 修 繕 積 立 金 の ３ 箇 月 以 上 の 滞 納

額が 全 体 の１ 割 以 内で あ る こと  
（４）長期修繕計 画の作成及び見直 し等  

①  長 期修 繕 計 画が 国の「 長 期修 繕 計 画 標準 様 式 」に 準 拠 し 作成 さ れ 、長 期 修

繕計 画 の 内容 及 び これ に 基 づき 算 定 され た 修 繕積 立 金 額に つ い て集 会（ 総

会） に て 決議 さ れ てい る こ と  
②  長 期修 繕 計 画の 作成 ま た は見 直 し が７ 年 以 内に 行 わ れて い る こと  
③  長 期修 繕 計 画の 実効 性 を 確保 す る ため 、 計 画期 間 が ３０ 年 以 上で 、 か つ、

残 存 期 間 内 に 大 規 模 修 繕 工 事 が ２ 回 以 上 含 ま れ る よ う に 設 定 さ れ て い る

こと  
④  長 期 修 繕 計 画 に お い て 将 来 の 一 時 的 な 修 繕 積 立 金 の 徴 収 を 予 定 し て い な

いこ と  
⑤  長 期 修 繕 計 画 の 計 画 期 間 全 体 で の 修 繕 積 立 金 の 総 額 か ら 算 定 さ れ た 修 繕

積立 金 の 平均 額 が 著し く 低 額で な い こと  
⑥  長 期修 繕 計 画の 計画 期 間 の最 終 年 度に お い て、借 入 金 の残 高 の ない 長 期 修

繕計 画 と なっ て い るこ と  
（５）その他  

①  管 理組 合 が マン ショ ン の 区分 所 有 者等 へ の 平常 時 に おけ る 連 絡に 加 え 、災

害等 の 緊 急時 に 迅 速な 対 応 を行 う た め 、組合 員 名 簿 、居 住者 名 簿 を備 え て

いる と と もに 、 １ 年に １ 回 以上 は 内 容の 確 認 を行 っ て いる こ と  
②  川 崎市 マ ン ショ ン管 理 適 正化 指 針 に照 ら し て適 切 な もの で あ るこ と  
③  川 崎市 マ ン ショ ン管 理 組 合登 録・支 援制 度 に 登録 さ れ てい る こ と（ 川崎 市

追加 基 準 ）  

 



第 １ 号 様 式 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

                       第     号  

年     月     日  

 

 マンション管理計画を認定しない旨の通知書  
  

 管 理 組 合 名     

 氏 名      様  

                             川 崎 市 長  

 

 申 請 の あ っ た 次 の 管 理 計 画 に つ い て 、マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関

す る 法 律 第 ５ 条 の １ ４ に 規 定 す る 認 定基 準 に 適合 し な いと 認 め られ る た め、要

綱第 ７ 条 の規 定 に 基づ き 、 管理 計 画 を認 定 し ない こ と を通 知 し ます 。  

 

１  申 請 年 月 日       年   月   日  

 

２  マ ン シ ョ ン の 名 称  

 

３  マ ン シ ョ ン の 所 在 地  

 

４  理 由  

 

 

 

 

 

 

 (教 示 ) 
 こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 は 、こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら
起 算 し て ３ 月 以 内 に 川 崎 市 長 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す 。  
 こ の 処 分 の 取 消 し を 求 め る 訴 え は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 (前 記
の 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、当 該 審 査 請 求 に つ い て の 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ
た 日 )の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 月 以 内 に 川 崎 市 を 被 告 と し て (川 崎 市 長 が 被 告 の
代 表 者 と な り ま す 。 )提 起 す る こ と が で き ま す 。  



第 ２ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

年     月     日  

 

マンション管理計画の認定申請取下げ届  

 

 川 崎 市 長  
申 請 者（ 管 理 者 等 ）の 住 所 又 は
主 た る 事 業 所 の 所 在 地  
申 請 者（ 管 理 者 等 ）の 氏 名 又 は
名 称 及 び 法 人 に あ っ て は そ の
代 表 者 の 氏 名  
申 請 者（ 管 理 者 等 ）の 電 話 番 号  

 

 申 請 中 の 次 の 管 理 計 画 に つ い て 、申 請 を 取 り 下 げ た い の で 、要 綱 第 ８ 条の 規

定に 基 づ き届 け 出 ます 。  

 

１  申 請 年 月 日       年   月   日  

 

２  マ ン シ ョ ン の 名 称  

 

３  マ ン シ ョ ン の 所 在 地  

 

４  理 由  



第 ３ 号 様 式 （ 第 ９ 条 第 １ 項 関 係 ）  

                       第     号  

年     月     日  

 

 管理計画認定マンションの管理状況報告依頼書  
 

 管 理 組 合 名     

 氏 名      様  

                             川 崎 市 長  

 

 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 の １ ８ の 規 定 に 基 づ

き 、次 の と お り 、管 理 計 画 認 定 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 状 況 に つ い て 報 告 を 求 め ま

す 。  

 

１  認 定 年 月 日       年   月   日  

 

２  認 定 コ ー ド  

 

３  マ ン シ ョ ン の 名 称  

 

４  マ ン シ ョ ン の 所 在 地  

 

５  報 告 を 求 め る 内 容  

 

６  報 告 の 期 限       年   月   日  

 

７  報 告 先  



第 ４ 号 様 式 （ 第 ９ 条 第 ２ 項 関 係 ）  

年     月     日  

 

 管理計画認定マンションの管理状況報告書  

 

 川 崎 市 長  
認 定 管 理 者 等 の 住 所 又 は 主
た る 事 業 所 の 所 在 地  
認 定 管 理 者 等 の 氏 名 又 は 名
称 及 び 法 人 に あ っ て は そ の
代 表 者 の 氏 名  
認 定 管 理 者 等 の 電 話 番 号  

 

 

 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 の １ ８ の 規 定 に 基 づ

き 、管 理 計 画 認 定 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 状 況 に つ い て 報 告 を 求 め ら れ た た め 、次

の と お り 報 告 し ま す 。  

 

１  認 定 年 月 日       年   月   日  

 

２  認 定 コ ー ド  

 

３  マ ン シ ョ ン の 名 称  

 

４  マ ン シ ョ ン の 所 在 地  

 

５  報 告 の 内 容  

 

 

 

 

 

※ 報 告 に 必 要 な 書 類 を 添 付 し て く だ さ い 。  



第 ５ 号 様 式 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

                       第     号  

年     月     日  

 

 管理計画認定マンションの管理に関する改善命令書  
 

 管 理 組 合 名     

 氏 名      様  

                             川 崎 市 長  

 

 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 の １ ９ の 規 定 に 基 づ

き 、次 の と お り 、管 理 計 画 認 定 マ ン シ ョ ン の 管 理 に つ い て 改 善 に 必 要 な 措 置 を

講 ず る よ う 命 令 し ま す 。  

 

１  認 定 年 月 日       年   月   日  

 

２  認 定 コ ー ド  

 

３  マ ン シ ョ ン の 名 称  

 

４  マ ン シ ョ ン の 所 在 地  

 

５  命 令 に 係 る 措 置 の 内 容  

 

 

 

６  命 令 に 至 っ た 理 由  

 

 

 

７  措 置 を 講 ず る 期 限       年   月   日  
 
 
 

(教 示 ) 
 こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 は 、こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら
起 算 し て ３ 月 以 内 に 川 崎 市 長 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す 。  
 こ の 処 分 の 取 消 し を 求 め る 訴 え は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 (前 記
の 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、当 該 審 査 請 求 に つ い て の 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ
た 日 )の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 月 以 内 に 川 崎 市 を 被 告 と し て (川 崎 市 長 が 被 告 の
代 表 者 と な り ま す 。 )提 起 す る こ と が で き ま す 。  



第 ６ 号 様 式 （ 第 １ １ 条 関 係 ）  

年     月     日  

 

 認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの  

管理を取りやめる旨の申出書  

 

 川 崎 市 長  
認 定 管 理 者 等 の 住 所 又 は 主
た る 事 業 所 の 所 在 地  
認 定 管 理 者 等 の 氏 名 又 は 名
称 及 び 法 人 に あ っ て は そ の
代 表 者 の 氏 名  
認 定 管 理 者 等 の 電 話 番 号  

 

 

 認 定 管 理計 画 に 基づ く 管 理計 画 認 定マ ン シ ョン の 管 理を 取 り やめ た い ので 、

要綱 第 １ １条 の 規 定に 基 づ き 申 し 出 ま す 。  

 

１  認 定 年 月 日       年   月   日  

 

２  認 定 コ ー ド  

 

３  マ ン シ ョ ン の 名 称  

 

４  マ ン シ ョ ン の 所 在 地  

 

５  管 理 を 取 り や め る 理 由  

 

 

 
※ 当 該 管 理の 取 り やめ を 決 議し た 集 会の 議 事 録の 写 し 及び 認 定 通知 書（ 要綱 第

４ 条 第 １ 項 で 規 定 す る 認 定 の 通 知 又 は 要 綱 第 ４ 条 第 ３ 項 で 準 用 す る 認 定 の

更新 の 通 知） を 添 付し て く ださ い 。 ただ し 、 要綱 第 ６ 条に 規 定 する 変 更 の認

定の 通 知 を受 け て いる 場 合 は、 そ の 通知 書 も 併せ て 添 付し て く ださ い 。  



第 ７ 号 様 式 （ 第 １ ２ 条 関 係 ）  

                       第     号  

年     月     日  

 

 認定管理計画の認定取消通知書  
 

 管 理 組 合 名     

 氏 名      様  

                             川 崎 市 長  

 

 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 の ２ ０ 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ き 、次 の 管 理 計 画 の 認 定 を 取 り 消 し た の で 、法 律 第 ５ 条 の ２ ０ 第 ２ 項 の

規 定 に 基 づ き 、 通 知 し ま す 。  

 

１  認 定 年 月 日       年   月   日  

 

２  認 定 コ ー ド  

 

３  マ ン シ ョ ン の 名 称  

 

４  マ ン シ ョ ン の 所 在 地  

 

５  認 定 を 取 り 消 し た 理 由  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(教 示 ) 
 こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 は 、こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら
起 算 し て ３ 月 以 内 に 川 崎 市 長 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す 。  
 こ の 処 分 の 取 消 し を 求 め る 訴 え は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 (前 記
の 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、当 該 審 査 請 求 に つ い て の 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ
た 日 )の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 月 以 内 に 川 崎 市 を 被 告 と し て (川 崎 市 長 が 被 告 の
代 表 者 と な り ま す 。 )提 起 す る こ と が で き ま す 。  


